
分子ロボット技術に関する倫理綱領(第1.0版)の策定

2018年3月5日（月）

於：東北大学片平さくらホール

第1回分子ロボティクス年次大会
(併催・分子ロボット倫理シンポジウム)



本日の内容

１．はじめに

２. 従来の倫理的枠組みから考える：
生命・医療倫理／工学・技術倫理／専門職倫理

３．新たな技術への倫理的対応について

４．ロボティクスをめぐる倫理的枠組みについて

５．その他、国内学協会などの動向について

６．分子ロボット技術に関する倫理綱領策定に向けて
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１．はじめに
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上記画像の出典：あべ社労士事務所 Work Life funより：
http://worklifefun.net/explanation-of-laws-regulations/

原理・原則
基準

基本綱領・憲章

(職務上の)義務／行動規範

運用のためのガイドライン

ガイダンス（補完的な手引き）

個別・具体的なマニュアル等

上記画像：演者作成

実施規則・ルール

倫理原則・原理の位置づけ（例示）

法に係る概念の序列 倫理に係る概念の序列（例示）
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2．従来の倫理的枠組みから考える：

１）生命・医療倫理 ２）専門職倫理～工学・技術者倫理 ３）研究倫理・インテグリティ
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医 療 倫 理
臨 床 倫 理
看 護 倫 理

専門職倫理
技術者倫理
工 学 倫 理
情 報 倫 理

研 究 倫 理

ナノ・インフォマティクス・バイオ・認知科学・技術等: ＮＩＢＣ

様々に連関する倫理の問題領域

生 命 倫 理

環 境 倫 理

企 業 倫 理
研 究 公 正

(Research Integrity)

融合、収斂：様々な専門知識群が結合，共通目標の追求

研究開発の態様の複雑化と多様なステークホルダーの関与

研究開発の倫理性，科学性，そして，信頼性の担保を目指して

デュアルユース問題の台頭
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１）生命・医療倫理の4つの基本原理・原則
▶人間の問題中心。医師─患者の関係性を考える際にしばしば参照される。

・自律尊重 (Respect for Autonomy)  
─ 被験者・患者本人の自律性を尊重（自己決定の尊重）

・善行・恩恵 (Beneficence) 
─ 被験者・患者本人の立場からの最善の利益の考量

・無危害・侵害回避 (Non-maleficence)
─ 被験者・患者に危害をくわえない（リスクの諸問題 ）

・正義・公正 (Justice)
─ 医療資源の公正な配分、偏った価値判断の回避

※前述のベルモントレポートでは，1)「人格の尊重」（＝「人間の自律性を認めること」と「弱くなっている自律性を保護すること」），2)「善
行」，3)「正義」の3原則が提示された。（出典：津谷喜一郎 光石忠敬 栗原千絵子，『臨床評価 』，2001; 28（3）: 559-68 ）

※欧州では，バルセロナ宣言（1998年）でも示されたように、1)「自律」（Autonomy），2)「尊厳」(Dignity)，3)「インテグリティ(統合性，
完全無欠性)」(Integrity)，4)「脆弱性」(Vulnerability) の4原則がしばしば参照される。
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欧州でしばしば参照される生命・医療倫理の4つの基本原理・原則

▶バルセロナ宣言（1998年：ＥＵの生命医学研究プロジェクトの成果である「バルセロナ
宣言 生命倫理と生命法における基礎的な倫理的原理」）。

・自律 (Autonomy)  
─ 他者との関係性のなかで自律を捉える

・尊厳 (Dignity) 
─ 道徳的地位を認める概念／指導的価値

・統合(Integrity)
─ 生・身体の統合性・不可侵性／一貫性をもった人間の経験・記憶

・脆弱(Vulnerability)
─人間は限界を有する弱い存在, 支援されるべきこと

参照：
・The Barcelona Declaration. Policy Proposals to the European Commission, November 1998, by Partners in the BIOMED-II Prpject Basic Ethical 
Principles in Bioethics and Biolaw. (村松聡訳, バルセロナ宣言, 生命倫理と生命法における基礎的な倫理的原理, 生命医学第2プロジェクトのパートナーによる
ヨーロッパ委員会に対する政策提言, 1998年11月, 医療と倫理, 7, 2007)
・樽井正義, 生命倫理の哲学についての覚書, 哲學 No.134 (2015.3), pp.135-148, 三田哲學會
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２）専門職倫理（Professional Ethics）を形成する基本綱領～工学・技術者倫理

（＝その専門職能団体･組織の政策・方針等の基本を示したもの）

例） 「全米プロフェッショナル・エンジニアリング協会（NSPE）基本綱領」

（Fundamental Canon）
技術者は，その専門職の業務において，次のようにする。

【公衆優先】

公衆の安全，健康，および福利を最優先する。

【有能性】

自分の有能な領域においてのみサービスを行う。

【真実性】

公衆に表明するには，客観的で，且つ，真理に即した方法でのみ行う。

【信頼関係】

雇用者または依頼者それぞれのために，誠実な代理人または受託者として行為する。

【公正業務】

欺瞞的な行為を回避する。

【同業発展】

自らの名誉を守り，責任をもち，倫理的に，そして，適法に身を処することにより，専門職の名
誉，名声，および有用性を高めるために行動する。

参照：杉本泰治，「技術者倫理教育の現状と課題」,『土木学会論文集H（教育）』Vol.2, pp.11-20,2010年,  
http://www.jsce.or.jp/library/open/proc/maglist2/02504/2010/02-0011.pdf より

NSPE Code of Ethics, https://www.nspe.org/sites/default/files/resources/pdfs/Ethics/CodeofEthics/Code-2007-July.pdf
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３）研究倫理と研究公正（インテグリティ）
─ 誠実性・正確性・効率性・客観性

「研究のインテグリティ」

▶しばしば，｢研究の公正性｣とも訳されるが，
日本語で正確にその態様を示す言葉を探し出
すことは困難。
▶Integrityは「研究」の観点において，

【誠実】（Honesty）
【正確】（Accuracy）
【効率】（Efficiency）
【客観性】（Objectivity）

…といった一連の言葉にも表されうる。
▶社会における研究行為の責任を担保するた
めの諸要素の総体。
▶科学者としてのアイデンティティの根幹に
関わる問題領域。
▶「説明責任」（ accountability）や「透明
性」（transparency）もキーワードとなる
ことがしばしばある。
Nicholas H. Steneck, “Fostering Integrity in Research: Definitions，Current Knowledge, and 
Future Directions”，Science and Engineering Ethics 12(1), 2006, pp53-74

ジョージタウン大学の講義室にて演者撮影
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３．新たな技術への倫理的対応について
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新時代への倫理的対応：エマージング・テクノロジー
（Emerging Technologies）評価のための倫理原則

■合成生物学に関する諸議論を契機として生まれた新たな倫理原則

▶2010年5月，世界で初めて，the J. Craig Venter 研究所の科学者たちが，異なる

種のバクテリアの細胞で自己複製する合成ゲノムを，化学的なパーツから人為的に作製

したことを発表し，世論の関心を大いに集める事になった。

▶この問題は，人による「生命の創造」（creating life）にあたるかどうかという議論

を含めて，潜在的なリスク・ベネフィットの双方の観点から，多様な議論が喚起された。

▶これらの動向を契機として，2010年，米国「生命倫理の諸問題のための大統領委員

会」は，「合成生物学とエマージング･テクノロジーの倫理：新しい方向性」を発表。

▶同委員会の見解としては、今回の事案は、「人為的に作製したゲノムが既に生きてい
た細胞に組み込まれ，その合成されたゲノムもまた，既存の種のゲノムの変異であった
ため、これをもって生命を創造したことにはならない。また、その見込みも予測可能な
将来において，わずかである。」

▶社会的・環境的・倫理的なリスクに関して、5つの倫理原則が示されるとともに，18
の勧告がなされた。

Resource: Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues,  <http://bioethics.gov/documents/synthetic-biology/PCSBI-Synthetic
-Biology-Report-12.16.10.pdf>, December 2010
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新時代への倫理的対応：エマージング・テクノロジー
（Emerging Technologies）評価のための５つの倫理原則

１．公共の恩恵（Public Beneficence）；

公共の利益を最大化し，危害を最小化する。個人の行動や施設の生命医科学研究の実施などを

促進するための社会とその政府の義務。

２．責任ある管理（Responsible Stewardship）；

将来の世代や環境への懸念を示して行動する義務。

３．知的自由と責任（Intellectual freedom and responsibility）；

知的自由の制限を正当化する要件を考えることの重要性。

デュアルユースのみでは理由になりえない。

４．民主的な討議（Democratic deliberation）；

相反する見解、市民参加も尊重して議論に応じる。協同意思決定に向けたアプローチの重要性。

５．正義と公正（Justice and Fairness）；

社会を横断して利益と負担を配分することの重要性。

Resource: Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues,  <http://bioethics.gov/documents/synthetic-biology/PCSBI-Synthetic-Biology-
Report-12.16.10.pdf>, December 2010
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合成生物学とエマージング･テクノロジーの倫理：
新しい方向性 18の勧告(1)

1. 公共資金のレビューと開示 （Public Funding Review and Disclosure）

2. 研究促進のための支援 （Support for Promoting Research）

3. 共有を通したイノベーション (Innovation Through Sharing)

4. 合成生物学への協調的なアプローチ (Coordinated Approach to Synthetic Biology)

5. リスク・アセスメント・レビューと環境への放出のギャップ分析 (Risk Assessment Review  

and Field Release Gap Analysis)

6. モニタリング，封じ込め，コントロール (Monitoring, Containment, and Control)

Resource: Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues,  <http://bioethics.gov/documents/synthetic-biology/PCSBI-
Synthetic-Biology-Report-12.16.10.pdf>, December 2010
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7. 環境への放出前のリスク・アセスメント (Risk Assessment Prior to Field Release)

8. 国際協調と対話 (International Coordination and Dialogue)

9. 倫理教育 (Ethics Education)

10. 対象の継続的な評価 (Ongoing Evaluation of Objects)

11. 責任と説明責任を育むこと (Fostering Responsibility and Accountability)

12. セキュリティとセーフティの定期的なアセスメント (Periodic Assessment of Security and 

Safety Risks)

合成生物学とエマージング･テクノロジーの倫理：
新しい方向性 18の勧告(2)

Resource: Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues,  <http://bioethics.gov/documents/synthetic-biology/PCSBI-Synthetic-Biolo
gy-Report-12.16.10.pdf>, December 2010
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13. 管理･監督のコントロール (Oversight Controls)

14. 科学的，宗教的，そして，市民のエンゲージメント (Scientific, Religious, and Civic Engagement)

15. 情報の正確性 (Information Accuracy)

16. 公共の教育 (Public Education)

17. 研究におけるリスク (Risks in Research)

18. 商業的生産品と配分におけるリスクとベネフィット (Risks and Benefits in Commercial  

Production and Distribution)

合成生物学とエマージング･テクノロジーの倫理：
新しい方向性 18の勧告(3)

Resource: Presidential Commission for the Study of Bioethical Issues,  <http://bioethics.gov/documents/synthetic-biology/PCSBI-Synthetic-
Biology-Report-12.16.10.pdf>, December 2010
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４. ロボティクスをめぐる倫理的枠組みについて
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【参考】アシモフのロボット三原則（1963年）
▶「ロボット⇔人間」の関係性に着眼した原則ともいえる。

▶「ロボットが主語」であることが特徴的。

第一条．ロボットは人間に危害を加えてはならない。また、その危険を看過
することによって、人間に危害を及ぼしてはならない。
▶人間に対して、危害を及ぼさない原則。

第二条．ロボットは人間にあたえられた命令に服従しなければならない。た
だし、あたえられた命令が、第一条に反する場合は、この限りでない。
▶人間に対して、その意思決定を尊重する原則。

第三条．ロボットは、前掲第一条および第二条に反するおそれのないかぎり
、自己をまもらなければならない。
▶人間に対して、一定の条件下、ロボット自身による自律を認める。

アイザック・アシモフ 『われはロボット』 小尾芙佐訳、早川書房、1983年1月（原著は1963年6月刊行）
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【参考】EPSRC（Engineering and Physical Sciences Research Council: 英国 工学・物理科学研究会議）

ロボティクスの原則 ▶「ロボット」のみならず「人間」も主語とされる。

第1条 ：ロボットは多目的用途のツールである。ロボットは、国家安全保障上の利益を除いて、
人間を殺したり傷つけたりするためにのみ、または、それらを主として設計されるべきでない。
▶「ロボット」の再定義。多目的用途のツールであることから生じるリスクに言及。

第2条 ：ロボットではなく、人間が責任主体である。ロボットは、既存の法律、基本的な権利、
プライバシーを含む自由を、できる限り遵守するよう、設計されるべきである。
▶人間が責任主体であることの確認。公衆の福利優先の原則（ロボット工学者の専門職倫理）がうかがえる。

第3条：ロボットは製品である。その安全性とセキュリティを保証する手段を用いて設計され
るべきである。
▶公衆の福利優先の原則（ロボット工学者の専門職倫理）がうかがえる。

第4条 ：ロボットは人工物である。それらは、弱い立場にあるユーザーを搾取するような欺瞞
的な方法で設計されるべきではない。むしろ、それらは透明性のあるものでなければならない。
▶信頼関係の原則／公正業務の原則（ロボット工学者の専門職倫理）がうかがえる

第5条：人がロボットの法的責任を負うべきである。
▶人間が責任主体であることの確認。

https://www.epsrc.ac.uk/research/ourportfolio/themes/engineering/activities/principlesofrobotics/
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EPSRC（Engineering and Physical Sciences Research Council: 英国 工学・物理科学研究会議）

ロボティクス研究と責任あるイノベーションに関する７つの考え方 ▶人間が主語。

第1条：私たちは、ロボットが社会に計り知れないほどのポジティブな影響を与える可能性があると信じ、責任あるロボッ
ト研究を奨励しようとするものである。
（We believe robots have the potential to provide immense positive impact to society. We want to encourage 
responsible robot research.）

第2条：悪いことを行えば、私たち全員が傷つくことになる。
（Bad practice hurts us all.）

第3条 ：明白な社会的関心事に対処することは、私たち全員が前進するのに役立つ。
（Addressing obvious public concerns will help us all make progress.）

第4条 ：私たちは、ロボット工学者として、可能な限り最高の実施基準を遵守していることを示すことが重要である。
（It is important to demonstrate that we, as roboticists, are committed to the best possible standards of 
practice.）

第5条 ：私たちは、自らの研究の背景にあるものやその結果を理解するために、社会科学、法律、哲学、芸術など、他分野
の専門家と協力する必要がある。
（To understand the context and consequences of our research we should work with experts from other 
disciplines including: social sciences, law, philosophy and the arts.）

第6条：私たちは《透明性》という倫理を考慮する必要がある。オープンに利用されるべき事柄に限界はあるけれども。
（We should consider the ethics of transparency: are there limits to what should be openly available）

第7条：私たちは、誤った見解の報道を見つけたら、当該ジャーナリストとコンタクトを取るようにすべきである。
（When we see erroneous accounts in the press, we commit to take the time to contact the reporting 
journalists.）

https://www.epsrc.ac.uk/research/ourportfolio/themes/engineering/activities/principlesofrobotics/
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「千葉大学ロボット憲章」

（知能ロボット技術の教育と研究開発に関する千葉大学憲章）
第1条 （倫理規定）：
本ロボット憲章は、千葉大学におけるロボット
の教育と研究開発に携わるすべての者の倫理を
規定する。

第2条 （民生目的）：
千葉大学におけるロボット教育・研究開発者は、
平和目的の民生用ロボットに関する教育・研究
開発のみを行う。

第3条 （非倫理的利用防止）：
千葉大学におけるロボット教育・研究開発者は、
非倫理的・非合法的な利用を防止する技術をロ
ボットに組み込むこととする。

第4条 （教育・研究開発者の貢献）：
千葉大学におけるロボット教育・研究開発者は、
アシモフのロボット工学三原則（注）ばかりで
なく、本憲章のすべての条項を遵守しなければ
ならない。

第5条 （永久的遵守）：
千葉大学におけるロボット教育・研究開発者は、
大学を離れてもこの憲章の精神を守り尊重する
ことを誓う。

出典：http://www.chiba-u.ac.jp/others/topics/info/2007-11-27.html

▶ロボット教育・研究開発者の倫理（専門職倫理
）に基づく憲章
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【参考】「デュアルユース問題」に係る動向 ─専門職倫理に係るポイントが多く含まれる。

日本学術会議「科学・技術の用途の両義性に関わる規範」

１．科学者・技術者の職業的責任
科学者・技術者は、自らの職務と成果に対して謙虚であり、その専門性に求められる社会的責任を意
識し、責任ある行動を保ち、その能力の向上に努め、真理の追求とその成果の人類の福祉と社会の安
全への利用を、職の誇りにかけ、追求する。

２．科学者・技術者の行動原則
用途の両義性の問題に対処するために、科学者・技術者は、自らの職業倫理に基づき行動することが
必要である。感情に流されることの危険性を認識し、同僚にもその他にも礼儀正しく正直であり、虚
偽を述べない。あるいは沈黙することにより、科学者・技術者とそれを取り巻く共同体または社会に
不利益を与えるような行為をしない。

３．科学者・技術者の社会的責任と情報伝達のあり方
科学者・技術者は、自らの研究成果が悪用される可能性を常に意識し、教育、研究・開発、公共の場
で研究成果・情報を分かち合い、社会に還元するとともに、意図的または無知・無視に起因する科学
・技術の悪用を防ぐように努める。また、人類の福祉と社会の安全に反する結果に至る行為を拒否し
、社会及び環境が不当な危険にさらされる状況に対し、責任ある態度を取る。

４．科学者・技術者共同体としての用途の両義性への対応
科学者・技術者は、科学・技術の用途の両義性の問題を、社会の中にある科学者・技術者全体の信頼
性の問題として意識し、人を欺かない公平な共同体・社会の構築により、透明性を保った中で対処す
る。
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【参考】WHO「実験施設バイオセキュリティガイダンス」におけるバイオリスク
・マネジメントの3要素

WHOの「実験施設バイオセキュリティガイダンス」では，バイオリスク・マネジメ
ントの3要素として、以下を挙げている。

（１）「バイオセーフティ」（安全作業手順）

（２）「バイオセキュリティ」（業務および材料を確実に安全に保つための方策）

（３）「バイオエシックス」（倫理上の行動規範）

▶ OECDのバイオセキュリティ綱領（Biosecurity Code）では「バイオエシックス」を「生
物学上の発見や生物医学の進歩と，それらの遺伝子工学および医薬品研究などの分野への応
用がもたらす倫理的および道徳的な影響に関する学問」と定義。

▶上記を受けて、ＷＨＯの同ガイドラインでは、「バイオエシックスはバイオリスク・マネジ
メントの文化の成功に寄与する3要素のうちの１つ」と述べられている。

出典：
▶WHO/CDS/EPR, Biorisk management Laboratory biosecurity guidance, September 2006. 訳については，国立感染症研究所翻訳
・監修「バイオリスクマネジメント 実験施設バイオセキュリティガイダンス 世界保健機関（WHO）」2006.6版 ＜www.nih.go.jp/niid/do
cs/f_WHOBioriskJapan_ver7web.pdf＞ を参照。
▶Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) Biosecurity codes, Glossary of Terms, ＜http://www.bios
ecuritycodes.org/gloss.htm＞, Last Access Mar.1, 2012 
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【参考】WHOガイダンスにおける「実験施設バイオセキュリティの要素」

出典：
▶WHO/CDS/EPR, Biorisk management Laboratory biosecurity guidance, September 2006. 訳については，国立感染症研究所翻訳
・監修「バイオリスクマネジメント 実験施設バイオセキュリティガイダンス 世界保健機関（WHO）」2006.6版 ＜www.nih.go.jp/niid/do
cs/f_WHOBioriskJapan_ver7web.pdf＞ を参照。

１. 物理的バイオセキュリティ（physical biosecurity）

施設の保有する材料へのアクセスの選別，管理，文書への記録，不適切な持ち出しの制限など。

2. 人的バイオセキュリティ（staff security）

VBM（防護・監視を要する重要な生物材料）取り扱い・使用・保管・移動・輸送に際して，実験施設職員の役割，責任，権限の規定と，そ

の職務が適任であることについての当該組織による保証。専門性のみならず，生命倫理の面も重要となる。施設運営の安心・安全に関する
情報が決して一個人のみに帰属することがないように配慮する。離職者の対応，後任への引継ぎ計画，訪問者，契約業者，清掃スタッフ，
保守・整備スタッフに対する手順・訓練も含まれる。保安・整備関連の手順にも対応。問題状況に即した，適切な行動規範とコミュニケー
ションが重要となる。

3. 輸送セキュリティ（transport security）と材料の管理（material control）
VBM輸送に際して，事前，輸送中，事後の保安対策。材料の登録と追跡を可能とするために必要な措置。国内および国際間の輸送規則制

定のための「危険物輸送に関する国連モデル規則」の勧告，特に，感染物質を含む危険物の保安規定にも関わる。生物材料移転の許可を受
ける前に，多くの国が材料に対する輸出入許可を提出するよう求めている。複製した2組のVBMをそれぞれ別の場所に保管する場合，移転
届け（transfer notification）を作成し，その書類へのアクセスを保護すべきとされる。

4. 情報セキュリティ（information security）
リスクのレベルに基づく（機密）情報の保護，アクセスの手順など。当該情報の収集・共有・保管などの方法についても適切な方針を確立

させておく必要がある。上述のコミュニケーション技術，さらに，守秘義務の問題にも関わる。
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その他、環境関連の法規および留意事項

※実験室の内外で生じうるバイオリスクを適正かつ包括的にマネジメントしていく上で重要なことは、その他、
多様な法規制による枠組みが網羅されていることを知ることである。

（１）環境保全に係る法規
環境基本法、水質汚濁防止法、大気汚染防止法、土壌汚染対策法、下水道法、悪臭防止法、

建築物用地下水の採取の規制に関する法律、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関
する法律、環境影響評価法、等

（２）資源・廃棄物に係る法規
廃棄物の処理及び清掃に関する法律、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、

等

（３）化学物質などに係る法規
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律、消防法、高

圧ガス保安法、農薬取締法、毒物及び劇物取締法、麻薬及び向精神薬取締法、化学物質の審
査及び製造等の規制に関する法律、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律、サ
リンなどによる人身被害の防止に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法等

（４）健康・安全に係る法規
労働安全衛生法、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律、等

24

出典：早稲田大学環境保全センター「関連法規一覧」より一部抜粋 http://www.waseda.jp/environm/menu/houki/houki_itiran.html



５. その他、国内学協会などの動向について
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UNESCO; World Commission on the Ethics of Scientific Knowledge and 
Technology (COMEST),“Nanotechnologies and Ethics”(2007)

出典：UNESCO “Nanotechnologies and Ethics”, 2007,  http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001521/152146e.pdf

事例１：ユネスコ国際委員会によるナノテクと倫理報告26



【政策提言】
G7 サイエンス学術会議は政府が以下のことを行うよう強く求める。

I.  科学及び競争前段階の技術への投資と能力を拡大すること。

II. 包摂的な発展と科学技術の進歩に寄与する－有形及び無形両方の－社会資本への投資を増や すこと。

III. 新しい科学技術に基づく製品やサービスを設計し、加工し、生産し、そして届ける能力の開発を奨励すること。

IV. 独占的振る舞いが生じることを防止しつつ、－知的財産に関する適切な規制に従い－ 科学技術の進歩へのオープンなアクセスを奨励
すること。

V. イノベーション、技術の普及、及び効率的な社会資本の開発を促進する政策とプログラム についての効果的な実践方法を共有するこ
と。多国間や各国の開発銀行など全ての適切なパートナーと共に、特に南北格差を縮小するための取組を行うべきである。

VI. 適切なガバナンスの枠組みが採用されることを確実なものとすること。そうすることで人々 の信頼を保ちながら科学技術の恩恵が十
分に実現されることになる。

日本学術会議による仮訳「新しい経済成長：科学、技術、イノベーション及び社会資本の役割」
原題： New economic growth: the role of science, technology, innovation and infrastructure 

出典：G7 Academies of Science, https://royalsociety.org/~/media/about-us/international/g-science-statements/2017-may-3-
new-economic-growth.pdf?la=en-GB ／邦訳 http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-gs2017-5j.pdf

1. 課題
1.1. 成長と持続可能性のための科学技術
1.2. 新しい成長のための技術とイノベーションの原動力

2. 戦略と公共政策
2.1. 科学技術への投資
2.2. 社会資本への投資
2.3. イノベーションの普及：制度と市場の調和
2.4. 南北格差の縮小

3. G7 学術会議の役割
4. G7 政府への提言

事例２：Ｇ７学術会議 サミットに向けた共同声明（2017年）27



Ｉ．前文：
1) 行動基準を策定した目的、2) 統計家の業務と責任（社会的責任と自らの行為の公共性の認識）、
3) 職能集団と行動基準策定の必要性（専門職集団を形成して自律的な機能を有することを含むプロフ
ェッショナリズムの明示等）

II. 統計家の使命と守るべき価値：
1) 人間の生命や尊厳、それをとりまく環境を尊重、2) 責任と能力を持つ、3) 誠実に行動する（不合
理な業務、捏造や改ざんなどの不正行為は行わず、不正行為に荷担することもしない。自らの活動や
成果について、それらの根拠とともに説明する。使用したデータや解析結果はできるかぎり明らかに
し、解析に用いた手法についてはそれを採択した理由なども含めて明らかにする。また、同僚や他者
の成果に対しては、適切な評価や健全な批判を行い、積極的に意見交換を行う。誤りなどを指摘され
た場合は、前向きに対応する等）

III. 行動：
1. プロフェッショナリズムを有する、2. 業務を適正に行う ─ (1) 意義のある計画を立案する、(2) 適
切なデータを収集する、(3) 適切な手法を用いて結論を導く、(4) 成果を公表・説明する、3. 他者への
責任と役割を明確にする、4. 業務や成果を公開・説明する、5. リスクを評価し、予防する 、6. 情報
を適切に扱う 、7. 法やガイドラインを遵守する 、8. 人権を尊重する 、9. 不正行為を予防する、10. 
利益相反による弊害を防ぐ

■その他、資料

事例３：日本計量生物学会「統計家の行動基準」

2013年提出、同年5月7日改訂、同年11月5日再改定。なお、2013年9月10日には「臨床研究に関する日本計量生
物学会声明」も発表。▶専門職倫理をベースとして、研究倫理・インテグリティ、生命・医療倫理の論点を含む。

出典：日本再生医療学会「 「臨床研究に関する日本計量生物学会声明」および「統計家の行動基準」の公開につきまして」
http://www.biometrics.gr.jp/news/all/20131115.html
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１．社会的責任：
会員は自らの専門知識・能力の維持向上に努め、自らが携わる研究の意義と役割を社会に向けて誠実

に説明し、科学的に正確な知識の普及に努める。

２.   公正な研究活動：
会員は自らの研究の立案・計画・申請・実施・報告などのすべての過程において誠実に行動する。科

学者は研究成果を論文などで公表することで、各自が果たした役割に応じて功績の認知を得るとともに
責任を負う。研究・調査データの記録保存や厳正な取扱いを徹底し、ねつ造、改ざん、盗用などの不正
行為に加担しないことはもちろん、これらの行為の呼び水となるようなずさんな研究行為も排除する。
また、責任ある研究の実施と不正行為の防止を可能にする公正な環境の確立・維持も自らの重要な責 務
であることを自覚し、科学者コミュニティ及び自らの所属組織の研究環境の質的向上、ならびに不正 行
為抑止の教育啓発に真摯かつ継続的に取り組む。また、これを達成するために社会の理解と協力が得ら
れるよう努める。 研究の実施、研究費の使用等にあたっては、法令や関係規則を遵守する。

3.   科学的公平性：
会員は、研究・教育・学会活動において科学的方法に基づき公平な対応をする。他者の知的成果など

の業績を正当に評価し、名誉や知的財産権を尊重する。

４.   利益相反：
会員は、自らの研究、審査、評価、判断、科学的助言などにおいて、個人と組織、あるいは異なる組

織間の利益の衝突に十分に注意を払い、公共性に配慮しつつ適切に対応する。

事例４：日本分子生物学会 倫理綱領

2016年12月6日から2017年1月6日において実施の第 19 期・第20 期の持回り理事会にて定める。2017年1月10日制定。

前文で「真理の探究」を掲げて「研究モラルとルール（研究倫理と規範）」の習熟を求めている。

出典：特定非営利活動法人 日本分子生物学会 倫理綱領 http://www.mbsj.jp/admins/doc/MBSJ_rinri_youkou_20170110.pdf
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I. 前文…１）行動基準を策定した目的、２）再生医療人の業務と責任、3)職能集団と行動基準策定の必要性、４）改訂の必
要性

事例５：日本再生医療学会「再生医療人の行動基準」（抜粋）

出典：一般社団法人日本再生医療学会「再生医療人の行動基準」https://www.jsrm.jp/behaviors/

III.        行動基準
１．プロフェッショナリズムを有する。▶専門職倫理
２．研究を適正に行う ▶研究倫理・インテグリティ

１）意義のある計画立案
２）適切な研究デザイン
３）第三者機関による審査と監査
４）成果の公表と説明
５）試料・情報の取扱い方針の決定

３．リスクや利益を適切に評価する
４．細胞の提供者や臨床研究ならびに医療の対象者の選択を適切にする。
５．対象者の自律性を尊重する。（▶生命・医療倫理）
６．提供者や対象者の福利を保護する。（▶生命・医療倫理）
７．透明性を確保し、社会との円滑なコミュニケーションを推進する。
８．法やガイドラインを遵守する。
９．不正行為を予防する。

１０．利益相反による弊害を防ぐ。

IV.       背景 行動基準を策定した背景／規範(ルール)ではなく基準(プリンシプル)とした理由／配慮した点と策定の経緯…１）
草案の起草、２）日本再生医療学会の生命倫理委員会における検討

【日本再生医療学会の立場表明】
▶はじめに
▶本会の機能…１）不正などの報告を受け、調査し、提言や調整を行う。２）新しい研究課題等が生じたときに、実施の是非や
方法を検討する、３）業務の担当者や新人の教育ならびに教育の支援を行う
▶再生医療の業務・研究の従事者に求めること…１）自らの行動基準を持ち、自律すること、２）不誠実な行為、不正を看過し
ない
▶再生医療の研究・業務を行う組織に対して求めること…１）再生医療人の知識や技術を向上させる、２）再生医療の研究・業
務が適正に行われるための環境を整備する、３）社会貢献を第一とする組織文化をもつ。

II.       再生医療人の使命と守るべき価値 ▶研究者等の使命 ▶守るべき価値…１）人間の細胞、生命や尊厳、それを取り巻く
環境を尊重する、２）文化的・社会的価値を尊重し、再生医療の理念を尊重した活動を行う、３）責任と能力を持ち、誠実に行
動する

ワーキンググループメンバー

佐藤恵子 京都大学大学院医学研究科・
再生医科学研究所

鈴木美香 京都大学iPS細胞研究所
中辻憲夫 京都大学再生医科学研究所
末盛博文 京都大学再生医科学研究所
佐村美枝 京都大学物質-細胞統合システム拠点
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序文

人工知能研究は、人間のような知性を持ち自律的に学習し行動する人工知能の実現を目指している。人工
知能が、産業、医療、教育、文化、経済、政治、行政など幅広い領域で人 間社会に深く浸透することで、人
々の生活が格段に豊かになることが期待される一方で、 悪用や濫用で公共の利益を損なう可能性も否定でき
ない。

高度な専門的職業に従事する者として、人工知能の研究、設計、開発、運用、教育に広く 携わる人工知能
研究者は、人工知能が人間社会にとって有益なものとなるようにするため に最大限の努力をし、自らの良心
と良識に従って倫理的に行動しなければならない。人工知能研究者は、社会の様々な声に耳を傾け、社会か
ら謙虚に学ばなければならない。人工 知能研究者は技術の進化及び社会の変化に伴い、人工知能研究者自身
の倫理観を発展させ 深めることについて不断の努力をおこなう。

人工知能学会は、自らの社会における責任を自覚し、社会と対話するために、人工知能学 会会員の倫理的
な価値判断の基礎となる倫理指針をここに定める。学会員はこれを指針と して行動するよう心がける。

事例６－1：日本人工知能学会 倫理指針(2017年2月28日)

序文にて人工知能研究の両義性に言及するとともに、人工知能研究者の倫理、人工知能学会としての会員にこれを指針として行
動するように心がける旨を記載。基本的に「人工知能学会会員」を主語として統一しつつ、第9条のみ「人工知能」が主語である
ことが特徴のひとつといえる。

出典：http://ai-elsi.org/wp-content/uploads/2017/02/人工知能学会倫理指針.pdf
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1 （人類への貢献）人工知能学会会員は、人類の平和、安全、福祉、公共の利益に貢献 し、基本的人権と尊厳を守り、文化の多様性を尊
重する。人工知能学会会員は人工知 能を設計、開発、運用する際には専門家として人類の安全への脅威を排除するように 努める。

2 （法規制の遵守）人工知能学会会員は専門家として、研究開発に関わる法規制、知的 財産、他者との契約や合意を尊重しなければなら
ない。人工知能学会会員は他者の情 報や財産の侵害や損失といった危害を加えてはならず、直接的のみならず間接的にも 他者に危害を加
えるような意図をもって人工知能を利用しない。

3 （他者のプライバシーの尊重）人工知能学会会員は、人工知能の利用および開発に おいて、他者のプライバシーを尊重し、関連する法
規に則って個人情報の適正な取扱を行う義務を負う。

4 （公正性）人工知能学会会員は、人工知能の開発と利用において常に公正さを持ち、 人工知能が人間社会において不公平や格差をもた
らす可能性があることを認識し、開 発にあたって差別を行わないよう留意する。人工知能学会会員は人類が公平、平等に 人工知能を利用
できるように努める。

5 （安全性）人工知能学会会員は専門家として、人工知能の安全性及びその制御におけ る責任を認識し、人工知能の開発と利用において
常に安全性と制御可能性、必要とさ れる機密性について留意し、同時に人工知能を利用する者に対し適切な情報提供と注 意喚起を行うよ
うに努める。

6 （誠実な振る舞い）人工知能学会会員は、人工知能が社会へ与える影響が大きいこと を認識し、社会に対して誠実に信頼されるように
振る舞う。人工知能学会会員は専門 家として虚偽や不明瞭な主張を行わず、研究開発を行った人工知能の技術的限界や問 題点について科
学的に真摯に説明を行う。

7 （社会に対する責任）人工知能学会会員は、研究開発を行った人工知能がもたらす結 果について検証し、潜在的な危険性については社
会に対して警鐘を鳴らさなければならない。人工知能学会会員は意図に反して研究開発が他者に危害を加える用途に利用 される可能性があ
ることを認識し、悪用されることを防止する措置を講じるように努 める。また、同時に人工知能が悪用されることを発見した者や告発した
者が不利益を 被るようなことがないように努める。

8 （社会との対話と自己研鑽）人工知能学会会員は、人工知能に関する社会的な理解 が深まるよう努める。人工知能学会会員は、社会に
は様々な声があることを理解し、社 会から真摯に学び、理解を深め、社会との不断の対話を通じて専門家として人間社会 の平和と幸福に
貢献することとする。人工知能学会会員は高度な専門家として絶え間 ない自己研鑽に努め自己の能力の向上を行うと同時にそれを望む者を
支援することと する。

9 （人工知能への倫理遵守の要請）人工知能が社会の構成員またはそれに準じるものとなるためには、上に定めた人工知能学会員と同等に
倫理指針を遵守できなければな らない。

事例６－2：日本人工知能学会 倫理指針(つづき)

出典：http://ai-elsi.org/wp-content/uploads/2017/02/人工知能学会倫理指針.pdf

本指針は理事会成立後より公布する。 本指針の解釈および見直しについては、必要に応じて委員会を開催し、理事会の承認を得る。

32



６. 分子ロボット技術に関する倫理綱領策定に向けて
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https://www.nspe.org/sites/default/files/resources/pdfs/Ethics/CodeofEthics/Code-2007-July.pdf

実施規則

前文

基本原則

職務上
の義務

例）全米プロフェッショナル・エンジニアリング協会（NSPE）倫理綱領
の構成から考えてみてはいかがだろうか？ ─まずは「倫理原則」から
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https://www.nspe.org/sites/default/files/resources/pdfs/Ethics/CodeofEthics/Code-2007-July.pdf

学会実行委
員会による

声明

例）全米プロフェッショナル・エンジニアリング協会（NSPE）倫理綱領
の構成から考えてみてはいかがだろうか？ ─まずは「倫理原則」から
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まとめ

新時代への倫理的対応：エマージング・テクノロジー評価のための５つの倫理原則

１．公共の恩恵（Public Beneficence）２．責任ある管理（Responsible Stewardship）

３．知的自由と責任（Intellectual freedom and responsibility）

４．民主的な討議（Democratic deliberation）５．正義と公正（Justice and Fairness）

生命・医療倫理の４原則（米国）
１．自律尊重 (Respect for Autonomy)
２．善行・恩恵 (Beneficence) 
３．無危害・侵害回避 (Non-maleficence)
４．正義・公正 (Justice) 

生命・医療倫理の４原則（欧州）
１．自律性 (Autonomy)  
２．尊厳 (Dignity) 
３．統合性 (Integrity)
４．脆弱性 (Vulnerability) 

全米プロフェッショナル・エンジニアリング協会（NSPE）基本綱領

１．公衆の福利優先 ２．有能性 ３．真実性 ４．信頼関係 ５．公正業務 ６．同業発展

研究倫理とインテグリティ
１．誠実（Honesty）２．正確（Accuracy） ３．効率（Efficiency） ４．客観性（Objectivity）
▶「説明責任」（ accountability）/ 「透明性」（transparency）

EPSRC（英国 工学・物理科学研究会議）ロボティクスの原則

１．多目的用途のツールであることから生じるリスクに注意すること。
２．既存の法律、基本的な権利、プライバシーを含む自由が遵守されること。
３．製品としてロボットの安全性とセキュリティが保証されること。
４．人工物としてロボットの設計が透明性を有するものであること。
５．人間がロボットの責任主体であること。

WHO バイオリスク・マネジメントの3要素

１. バイオセーフティ(Biosafety) ２. バイオセキュリティ（Biosecurity）３. バイオエシックス (Bioethics)

2017年「G7学術会議 サミットに向けた共同声明」

科学・技術、イノベーション、 社会資本 ／ オープンなアクセス、適切なガバナンス
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分子ロボット技術に関する「倫理原則」案（2017年11月11日案／たたき台）

1．生命の尊厳と人権の尊重
（Respect for Dignity of Life and Human Rights）；

▶「生命の尊厳」と「人権」は、生命倫理の最重要の概念ともいえる。また、ロボットに対して「人間」主体とする観点を含む。

2．科学・技術、イノベーションによる恩恵の実現
（Realization of Benefits through Science, Technology and Innovation）；

▶「恩恵」は生命倫理や専門職倫理（工学・技術者倫理）に共通して用いられる概念。

▶「恩恵の実現」という言葉は、 2017年「G7サミットに向けた共同声明」の日本学術会議による「新しい経済成長：科学、
技術、イノベーション及び社会資本の役割」（仮訳）でも用いられている※。

３．人間・社会・環境の安全とセキュリティの追求
（Pursuing Safety and Security for Human, Society and Environment）；

▶リスクマネジメントのポイント。人間・社会・環境のためのリスク・ベネフィットを多面的に検討し、公共の安全とセキュリ
ティを確保するのみならず、追求していくことも重要と考えられる。将来の世代への影響に関する検討を含む。

４．説明責任と透明性に基づくガバナンス
（Governance based on Accountability and Transparency）；

▶「説明責任」と「透明性」は、オープンなアクセスの概念も含みうる。社会正義に根ざした研究開発の倫理問題を考えるう
えで不可欠な概念。研究倫理・インテグリティ、専門職倫理にも通底する原則になりうると考えられる。

出典： G7 Academies of Science, https://royalsociety.org/~/media/about-us/international/g-science-statements/2017-may-3-new-economic-grow
th.pdf?la=en-GB ／邦訳 http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-gs2017-5j.pdf
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分子ロボット技術に関する「倫理原則」（案／たたき台）の留意事項

▶「尊厳」「恩恵」「安全」「責任」といったように、一語ずつ列記するだけの形態も検討してみたが、今回
はこの形態は避けた（そのようにすれば、必然的に抽象度がきわめて高いものとなり、いったい何の原則を指
しているかが不明瞭となるおそれもあるため）。

▶主語はあえて、ロボットでもなく、人間でもない表現ぶりとした。また、「分子ロボット技術者とは～」か
ら始まる専門職域に限定される表現ぶりも今回は避けた。

▶分子ロボット技術の可能性に照らして倫理的に重要と考えられる概念を組み合わせた形態を目指した。
併せて、それらの概念を以て、どうするかも含めていくぶん動的な表現とした。

▶案の作成にあたり、具体的には、
・生命・医療倫理の４原則
・米国大統領委員会「新時代への倫理的対応：エマージング・テクノロジー評価のための５つの倫理原則」
・「全米プロフェッショナル・エンジニアリング協会（NSPE）基本綱領」、
・EPSRC（英国 工学・物理科学研究会議）「ロボティクスの原則」、
・WHO バイオリスク・マネジメントの3要素、
・研究倫理とインテグリティの文脈で重視される諸概念、
・最近の事例では2017年「G7学術会議 サミットに向けた共同声明」 で言及される概念等からも検討。
・国内外の学協会の倫理綱領なども参照した。

▶今後、全米プロフェッショナル・エンジニアリング協会（NSPE）倫理綱領のように、これら基本原則を入
れ込んだひとまとまりの綱領を策定することが望ましいと考える。

…例えば、今回の原則の前後にその趣旨及び活用のあり方を述べる：１）前文、２）基本原則、３）実施の
ためのルール、４）分子ロボットに関するコミュニティからの声明、のような構成による文書を作成

（⇒ 国内外の学協会の動向をみる限り、原則だけ述べて終わらないのが一般的のようである。）
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前回までの分子ロボット技術倫理の枠組みに関する主たる指摘事項

▶必ずしも上位の「原理・原則」の抽出のみにこだわるべきではない。綱領、憲章など、その他の位置づけも
ありうる。

▶（感覚と知能を備えた）「分子ロボット技術」ならではの要素をもっと意識すべき。当該技術の様々な可能
性を念頭に置いて、より実践的な枠組みを提示する必要がある。

▶分子ロボット技術は、合成生物学とは異なることに留意。

▶生命を操作することに警鐘を発するスタンスではないため、この見地からの「生命倫理」の原理・原則に係
る文言は、必ずしも、要しないのではないか。

▶主語を研究者にすべきか。分子ロボットにすべきか。あえて、主語を明記せずに、倫理的な配慮を要する事
項のみを列記すべきか。

▶「ガバナンス」にまで言及する必要はない。

▶倫理綱領に「イノベーション」の概念まで盛り込むべきなのか。

▶人間・社会・環境に係る文言を明確に整理すべきではないか。

▶デュアルユースについてどのように位置づけるか。（倫理綱領上は、例えば「安全とセキュリティの確保」
に内包される問題とするか。）

▶綱領の策定後、より具体的な内容を示す文言をあわせて作成することもありうる。
（国内外の学協会の動向をみる限り、原則だけ述べて終わらないことは多い。）
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分子ロボット技術倫理綱領(2018年1月20日案)

１．人間の健康・福利・権利尊重の技術開発
（R&D based on respect for human health, well-being and rights）

▶ヘルシンキ宣言の一般原則（第4）で言及される文言「医学研究の対象とされる人々を含め、患者の健康、福利、権利を向上
させ守ることは医師の責務である．医師の知識と良心はこの責務達成のために捧げられる。」を参照。

２．リスク・ベネフィットの総合評価と検証
（Comprehensive assessment and review of  risk and benefit）

▶ヘルシンキ宣言のリスク・利益・負担（第16～18）で言及される文言「人間を対象とするすべての医学研究は（中略）予想
し得るリスクおよび負担と被験者およびその研究によって影響を受けるその他の個人またはグループに対する予見可能な利益と
を比較して、慎重な評価を先行させなければならない」を参照。なお、本邦の指針では研究責任者の責務として「研究対象者へ
の負担並びに予測されるリスク及び利益を総合的に評価するとともに、負担及びリスクを最小化する対策を講じなければならな
い」とも規定される。

３．安全とセキュリティの確保（Ensuring safety and security）

▶デュアルユースに関する注意を含む。

４．公共への説明責任と透明性の担保（Public accountability and Transparency）

▶「説明責任」と「透明性」は、社会正義に根ざした研究開発の倫理問題を考えるうえで不可欠な概念。研究倫理・インテグ
リティ、専門職倫理にも通底する原則になりうると考えられる。

５．環境と将来世代への配慮（Consideration for environment and future generation）

▶環境への影響を含む、将来世代に対する責任と配慮。

人を対象とした医学系研究に関わる部分は
将来に向けた課題のひとつとして前文に含
めたほうが良い。

セキュリティはむしろデュアルユースとと
もにまとめたほうが良い。

安全と環境をまとめたほうが良い。

説明責任と透明性を最後に。
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倫理綱領前文作成にあたって(1)
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倫理綱領前文作成にあたって(2)

標葉隆馬、田中幹人、吉澤剛によるテクノロジーアセスメン
トノート（JST-ROSTEX 人と情報のエコシステム領域「リ
アルタイム・テクノロジーアセスメントのための議題共創プ
ラットフォームの試作」プロジェクトの一環により作成）。
GMO、ナノテク、合成生物学、ヒトゲノム情報解析、再生医
療分野等の事例検討を含む。
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分子ロボット技術倫理綱領第1.0版 (2018年3月5日案)

【前文】
モノづくりが進化し、これまでになかったデバイスやシステムが次々と現れる一方で、分子ロボット技術の倫理的課題も多岐に及ぶ。現

在、わが国の分子ロボット技術は、感覚、運動、知能が重要な要素として捉えられ、それぞれの要素技術を活かした研究開発が進められて
いるところである。

将来的に、分子ロボット技術は、より複雑な構成が実現可能になるとともに、情報学、工学、化学、生物学の分野はもとより、医学・医
療などにも応用されることが予想される。これらの技術開発の進展に伴い、新しい物質・情報・生命観を想起し、倫理の枠組みを社会の中
に確立させていくことは重要な課題といえよう。

このような背景において、私たちは、以下の倫理綱領を定めるとともに、分子ロボット技術に携わるすべての者にその遵守を求めるもの
である。

１．リスク・ベネフィットの総合評価 （Comprehensive assessment of  risk and benefit）

▶分子ロボティクス技術に携わる者は、その技術の複雑化とともに、人間・環境への負担ならびに予測されるリスク及び利益
についての総合的な評価を行うとともに、それらの負担及びリスクを最小化させ得る対策を講じなければならない。

２．安全と環境への配慮 （Consideration for safety and  environment）

▶分子ロボティクス技術に携わる者は、環境に影響を及ぼし得るものの拡散防止のための措置、安全の確保に向けた取組を行
う必要がある。これは、将来世代に対する責任と配慮を含む。

３．セキュリティとデュアルユース問題への留意（Paying attention to security and dual-use issues）

▶分子ロボティクス技術に携わる者は、物理的・人的な観点のみならず、輸送や材料管理、情報の観点も考慮したセキュリ
ティ対応を検討するべきである。併せて、デュアルユースに関する問題にも注意を払う必要がある。

４．説明責任と透明性の担保（Ensuring accountability and transparency）

▶分子ロボティクス技術に携わる者は、社会正義に根ざした研究開発を進展させるにあたり、公共への説明責任と透明性を担
保しなければならない。
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以下、本日、特にご意見頂きたい点・討議頂きたい点：

【前文】の確認。

▶分子ロボット技術の重要な要素としての「感覚」「運動」「知能」を指摘。

▶新しい「物質」「情報」「生命観」について言及。

▶「分子ロボット技術に携わるすべての者にその遵守を求める」といったまとめ方。

【倫理綱領】本体部分の確認。

１．リスク・ベネフィットの総合評価

２．安全と環境への配慮

３．セキュリティとデュアルユース問題への留意

４．説明責任と透明性の担保

▶結局、「分子ロボット技術ならでは」といった点を結局どこまで出すべきか。

▶一応は、上記項目ごとに、「分子ロボット技術に携わる者は～ べきである（～しなければな
らない、必要がある）」といったかたちの文章を付記。
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この倫理綱領を「どの組織・団体の名義」で世の中に公表するか？

【前文】＋【倫理綱領】本体＋【？】
▶構成上、【？】の部分は、必要かどうか。必要ならば何を付言すべきか。
（「以上、私たちはここに倫理綱領を定めるものである。なお、この倫理綱領は今後も必要に応じて見直し
ていくものとする。」といった文言で締めくくるべきか？）


